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2024年度改定スケジュール

本資料は、2024年1月22日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

疑義解釈・変更通知等

【診療報酬・調剤報酬・薬価改定のスケジュール・案（令和６年度）】

【介護報酬改定のスケジュール・案（令和６年度）】
月 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1月22日
答申

3月中旬
告示

4月1日
一部施行

6月1日
一部施行

【6月1日施行サービス】
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション

医療機関が関わる事の多い介護サービスの改定は、
診療報酬改定の時期と合わせて6月1日に施行されることになりました
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2024年度介護報酬改定の基本的視点（薬局関連項目を強調）

本資料は、2024年1月22日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

１．地域包括ケアシステムの深化・推進
◼ 認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、質の高いケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提供されるよう、地域の実情

に応じた柔軟かつ効率的な取組を推進
• 医療と介護の連携の推進
➢ 在宅における医療ニーズへの対応強化
➢ 高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化
➢ 在宅における医療・介護の連携強化

• 質の高い公正中立なケアマネジメント
• 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組

• 看取りへの対応強化
• 感染症や災害への対応力向上
• 高齢者虐待防止の推進
• 認知症の対応力向上
• 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し

２．自立支援・重度化防止に向けた対応
◼ 高齢者の自立支援・重度化防止という制度の趣旨に沿い、多職種連携

やデータの活用等を推進
• リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等
• 自立支援・重度化防止に係る取組の推進
• LIFEを活用した質の高い介護

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
◼ 介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図るため、処遇

改善や生産性向上による職場環境の改善に向けた先進的な取組を推進
• リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等
• 自立支援・重度化防止に係る取組の推進
• LIFEを活用した質の高い介護

４．制度の安定性・持続可能性の確保
◼ 介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、全ての世代にとって安心で

きる制度を構築

• 評価の適正化・重点化
• 報酬の整理・簡素化

５．その他
• 「書面掲示」規制の見直し
• 基準費用額（居住費）の見直し
• 地域区分
• 通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
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居宅療養管理指導費の改定事項

※ 表記されている点数名は現行のもので、次回改定では同名称が使用されるとは限りません本資料は、2024年1月22日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

ページ
○居宅療養管理指導 基本報酬 P5
① １(３)②患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進★ P5-7
② １(６)②身体的拘束等の適正化の推進★ P8
③ ２(１)⑭居宅療養管理指導における管理栄養士及び歯科衛生士等の通所

サービス利用者に対する介入の充実★ ー

④ ２(１)⑯居宅療養管理指導におけるがん末期の者に対する歯科衛生士等の介
入の充実★ ー

⑤ ２(１)⑳管理栄養士による居宅療養管理指導の算定回数の見直し★ ー
⑥ ３(３)⑥薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し★ P5
⑦ ５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居

住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化★ P9

⑧ ５③特別地域加算の対象地域の見直し★ P9
⑨ ５④居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策

定等に係る経過措置期間の延長★ P10

【参考】かかりつけ医連携薬剤調整加算 P11-14

★は介護予防についても同様の改定が行われるもの
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資料No.20240205-2110-p5

居宅療養管理指導費（単位数、オンライン服薬指導）
現 行（改定前） 改 定 案

５ 居宅療養管理指導費
ハ 薬剤師が行う場合
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 517単位
㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

378単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 341単位

注２ 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ002に掲げる在宅
時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、
処方箋が交付された利用者であって、別に厚生労働大臣
が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導
（指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。）を
行った場合は、注１の規定にかかわらず、１月に１回に
限り45単位を算定する。

５ 居宅療養管理指導費
ハ 薬剤師が行う場合
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 518単位
㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合

379単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合 342単位

注２ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局
の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導（指定介護
予防居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。）を
行った場合は、注１の規定にかかわらず、⑵㈠から㈢までと
合わせて１月に４回に限り、46単位を算定する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める者に対して、薬局の薬剤師
が情報通信機器を用いた服薬指導（指定居宅療養管
理指導と同日に行う場合を除く。）を行った場合は、注１
の規定にかかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせて、１週に
２回、かつ、１月に８回を限度として、46単位を算定す
る。

【別に厚生労働大臣が定める者＝厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等第十号】
十 指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のハの注１及び注２の厚生労働大臣が定める者

次のいずれかに該当する者
イ・ロ（略）
ハ 注射による麻薬の投与を受けている者

【３(３)⑥薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し】

1月に8回まで算定できる患者の追加

どの区分も1単位増

オンライン服薬指導の規定の見直し
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資料No.20240205-2110-p6

医療用麻薬持続注射療法加算
改 定 案

５ 居宅療養管理指導費
（新設）医療用麻薬持続注射療法加算 250単位
注７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、

老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っ
ている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又はその家族等に確認し、必要な薬
学的管理指導を行った場合は、医療用麻薬持続注射療法加算として、１回につき250単位を所定単位数に加算する。ただ
し、注２又は注３を算定している場合は、算定しない。

※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」＝厚生労働大臣が定める施設基準第四号の五【参考23－２】

【厚生労働大臣が定める施設基準第四号の五】
四の五 指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費の注７に係る施設基準

イ 麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
ロ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第三十九

条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

調剤報酬と同じ施設基準

【１(３)②患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進】
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資料No.20240205-2110-p7

中心静脈栄養法加算
改 定 案

５ 居宅療養管理指導費
（新設）中心静脈栄養法加算 250単位
注８ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、

老健局長が定める様式による届出を行った指定居宅療養管理指導事業所において、在宅中心静脈栄養法を行っている利用
者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅中心
静脈栄養法加算として、１回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、注２を算定している場合は、算定しない。

※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」＝厚生労働大臣が定める施設基準第四号の六【参考23－２】

【厚生労働大臣が定める施設基準第四号の五】
四の六 指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費の注８に係る施設基準

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第三十九条第
一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器
の販売業の届出を行っていること。

調剤報酬と同じ施設基準

【１(３)②患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進】
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資料No.20240205-2110-p8

運営基準（身体的拘束等の適正化）
改 定 案

○ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援の運営基準に以下を規定する。
・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならないこと。

【１(６)②身体的拘束等の適正化の推進】
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資料No.20240205-2110-p9

【５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の
明確化、５．③ 特別地域加算の対象地域の見直し】

特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算、
中山間地域に居住する者へのサービス提供加算

○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において、「過疎地域」とみなして同法の規定を適用することとされている地域等
が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含
まれることを明確化する。【告示改正】

○ 過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、
特別地域加算の対象として告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域において、都道府県及び
市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。

算定要件 単位数
特別地域加算 別に厚生労働大臣が定める地域（※１）に所在する事業所が、サービス提供を

行った場合
※１：①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸

島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で
あって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著
しく困難な地域

所定単位数に15/100
を乗じた単位数

中山間地域等にお
ける小規模事業所
加算

別に厚生労働大臣が定める地域（※２）に所在する事業所が、サービス提供を
行った場合
※２：①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、

④特定農山村、⑤過疎地域

所定単位数に10/100
を乗じた単位数

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加算

別に厚生労働大臣が定める地域（※３）に居住する利用者に対し、通常の事
業の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合
※３：①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪

地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地
域、 ⑧特定農山村地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島

所定単位数に５/100を
乗じた単位数
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資料No.20240205-2110-p10

【５．④ 居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る経過措置期間の延長】

高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る
経過措置期間の延長

○ 居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、令和
６年３月31日までとされている以下の義務付けに係る経過措置期間を３年間延長する。【省令改正】
ア 虐待の発生又はその再発を防止するための措置
イ 業務継続計画の策定等
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資料No.20240205-2110-p11

（参考）かかりつけ医連携薬剤調整加算（老健）
現 行（改定前） 改 定 案

【介護保健施設サービス費】
ワ かかりつけ医連携薬剤調整加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健

施設において、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該入所者１人につ
き１回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加
算する。

⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算(I) 100単位
（新設）
（新設）
⑵ かかりつけ医連携薬剤調整加算(II) 240単位
⑶ かかりつけ医連携薬剤調整加算(III) 100単位

【介護保健施設サービス費】
かかりつけ医連携薬剤調整加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健

施設において、入所者に対し、介護保健施設サービスを行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、当該入所者１人につ
き１回を限度として、当該入所者の退所時に所定単位数を加
算する。ただし、かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)イを算定
している場合には、かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)ロは
算定しない。

⑴ かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)
ａ かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)イ 140単位
ｂ かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)ロ 70単位

⑵ かかりつけ医連携薬剤調整加算(II) 240単位
⑶ かかりつけ医連携薬剤調整加算(III) 100単位

【２（２）⑤ かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し】

入所時・退所時におけるかかりつけ医との連携の評価を(I)ロとし、
入所前の主治医との連携による評価・調製の評価を(I)ハとして新設

・入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に加算
・(II)は、(I)イ又はロを算定した上で、服薬情報をLIFEに提出した場合に上乗せできる評価
・(III)は(II)を算定した上で、退所時に内服薬の種類数が入所時と比較して1種類以上減少した場合に上乗せできる評価
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資料No.20240205-2110-p12

（参考）かかりつけ医連携薬剤調整加算（老健）
現 行（改定前） 改 定 案

九十一号の二 介護保険施設サービスにおけるかかりつけ医連携
薬剤調整加算の基準
イ かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること
(1) 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の

医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受
講していること。

(2) 入所後一月以内に、状況に応じて当該入所者の処方の
内容を変更する可能性があることについて当該入所者の主
治の医師に説明し、当該主治の医師が合意していること。

（新設）

（新設）

(3) 入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価の内
容及び入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は
変更の経緯、変更後の入所者の状態等について、退所時
又は退所後一月以内に当該入所者の主治の医師に情報
提供を行い、その内容を診療録に記載していること。

九十一号の二 介護保険施設サービスにおけるかかりつけ医連携
薬剤調整加算の基準
イ かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)イ
次に掲げる基準のいずれにも適合すること
(1) 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の

医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受
講していること。

(2) 入所後一月以内に、状況に応じて当該入所者の処方の
内容を変更する可能性があることについて当該入所者の主
治の医師に説明し、当該主治の医師が合意していること。

(3) 入所前に当該入所者に六種類以上の内服薬が処方さ
れており、介護老人保健施設の医師と当該入所者の主
治の医師が共同し、入所中に当該処方の内容を総合的
に評価及び調整し、かつ、療養上必要な指導を行うこと。

(4) 入所中に当該入所者の処方の内容に変更があった場
合は医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有
を行い、変更後の入所者の状態等について、関係職種で
確認を行うこと。

(5) 入所時と退所時の処方の内容に変更がある場合は変更
の経緯、変更後の入所者の状態等について、退所時又は
退所後一月以内に当該入所者の主治の医師に情報提供
を行い、その内容を診療録に記載していること。

【２（２）⑤ かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し】

入所中に処方内容に変更が合った場合は、薬剤師等の関係職種
間で情報共有することの要件追加
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資料No.20240205-2110-p13

（参考）かかりつけ医連携薬剤調整加算（老健）
現 行（改定前） 改 定 案

（新設） ロ かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)ロ
次に掲げる基準のいずれにも適合すること
(1) イ(1)、(4)及び(5)に掲げる基準のいずれにも適合し
ていること。

(2)入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた入所者
について、介護老人保健施設において、入所中に服用薬
剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要
な指導を行うこと。

【２（２）⑤ かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し】
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資料No.20240205-2110-p14

（参考）かかりつけ医連携薬剤調整加算（老健）
現 行（改定前） 改 定 案

ロ かかりつけ医連携薬剤調整加算(II)
次の掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)を算定していること。

(2) 当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提
出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切
かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ハ かかりつけ医連携薬剤調整加算(III)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)を算定していること。
(2) 当該入所者に六種類以上の内服薬が処方されており、

介護老人保健施設の医師と当該入所者の主治の医師
が共同し、入所中に当該処方の内容を総合的に評価及
び調整し、介護老人保健施設の医師が、当該入所者に
処方する内服薬について、入所時に処方されていた内服
薬の種類に比べて一種類以上減少させること。

(3) 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所
時に処方されていた内服薬の種類に比べて一種類以上
減少していること。

ハ かかりつけ医連携薬剤調整加算(II)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)イ又はロを算定し

ていること。
(2) 当該入所者の服薬情報等の情報を厚生労働省に提

出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切
かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

ニ かかりつけ医連携薬剤調整加算(III)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)を算定していること。
（削る）

(3) 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所
時に処方されていた内服薬の種類に比べて一種類以上
減少していること。

【２（２）⑤ かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し】
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